
「訪問型サービス」における報酬請求上の注意点

サービス種別 介護予防訪問介護相当サービス事業 訪問型サービスA事業（緩和した基準によるサービス）
※利用１回ごとの出来高払い 利用１回ごとの出来高払い

□週１回程度 □週１回程度（４５分未満）
要支援１・要支援２ 事業対象者・要支援１・要支援２
・月４回まで：２６６単位／１回 ・月４回まで：２３３単位／１回
・月５回以上（上限）：１，１６８単位／１月 ・月５回以上（上限）：１，０２３単位／１月

□週２回程度 □週２回程度（４５分未満）
要支援１・要支援２ 事業対象者・要支援１・要支援２
月５～８回まで：２７０単位／１回 月５～８回まで：２３７単位／１回
月９回以上（上限）：２，３３５単位／１月 月９回以上（上限）：２，０５０単位／１月

□週２回超 □週２回超（４５分未満）
要支援２ 要支援１・要支援２
月９～１２回まで：２８５単位／１回 月９～１２回まで：２５０単位／１回
月９回以上（上限）：３，７０４単位／１月 月１３回以上（上限）：３，２４９単位／１月

□週１回程度（３０分未満）
事業対象者・要支援１・要支援２
・月４回まで：１５６単位／１回
・月５回以上（上限）：６８２単位／１月

□週２回程度（３０分未満）
事業対象者・要支援１・要支援２
月５～８回まで：１５８単位／１回
月９回以上（上限）：１，３６７単位／１月

□週２回超（３０分未満）
要支援１・要支援２
月９～１２回まで：１６７単位／１回
月１３回以上（上限）：２，１６６単位／１月

■単価：７級地　１０．２１円 ■単価：７級地　１０．２１円

○サービスの提供実績に基づき、１回あたりの単位・単価により請求します。

【現行相当サービス事業】

　　　　⇒２６６単位　×　４回

　　　　⇒１，１６８単位　（266単位×5回＝1,330単位が、上限の1,168単位を超えるため。　※この超過分は、利用者の全額自己負担にはできません。）

　　　　⇒２８５単位　×　３回

【サービスA事業】
現行相当サービスと同じ。

○現行相当サービスとサービスA事業を併用する場合は、両サービスの単位数（加算を除く）の合計に対し、次のとおり上限が設けられる。

要支援１・要支援２　週に１回程度 併用上限　　１，１６８単位
要支援１・要支援２　週に２回程度 併用上限　　２，３３５単位
要支援２　　　　　　週に２回超える 併用上限　　３，７０４単位

※併用上限は、現行相当サービスの上限と同じ。

(例１)週に１回程度の利用者に対し、現行相当サービス事業を１月に２回、サービスA事業（45分未満）を１月に２回提供した。

(例２)週に１回程度の利用者に対し、現行相当サービス事業を１月に２回、サービスA事業（45分未満）を１月に３回提供した。

※現行相当サービスとサービスA事業が別々の事業所で実施された場合の併用についても同様となります。

○介護予防から総合事業への移行

平成２９年４月１日以降の新たな有効期間開始日から総合事業に移行します。
移行までの期間は、従来どおりの介護予防サービスの請求となります。
移行後は、以下のサービスコード・単価等にて総合事業サービスの請求となります。

○河南町総合事業サービスコード

サービスコード サービス名

Ａ１ 訪問型サービス（みなし）

Ａ２ 訪問型サービス（独自）

Ａ３ 訪問型サービス（独自／定率）

　　　⇒　（266単位×２回）＋（233単位×３回）＝１，２３１単位　＞　併用上限１，１６８単位　⇒　１，２３１単位の請求不可。

単位・単価

（例１）要支援１・要支援２の者で、週に１回程度の利用者に対し、１月に４回サービスを提供した。

（例２）要支援１・要支援２の者で、週に１回程度の利用者に対し、１月に５回サービスを提供した。

（例３）要支援２の者で、週に２回を超える利用者に対し、１月に１４回サービスを提供する予定であったが、体調不良等により１月に３回のサービス提供となっ

　　　⇒　（266単位×２回）＋（233単位×２回）＝９９８単位　＜　併用上限１，１６８単位　⇒　９９８単位の請求。

内容

介護予防現行相当サービスを、みなし指定を受けた事業者（平成27年3月
31日以前に介護予防訪問介護の指定を受けた事業所）が提供した場合

介護予防現行相当サービスを、みなし指定を受けていない事業者（平成27
年4月1日以降に介護予防訪問介護の指定を受けた事業所）が提供した場
合

訪問型サービスＡ（基準緩和型）を、河南町総合事業の指定を受けた事業
者が提供した場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※併用上限１，１６８単位以内での計画としてください。



○地域区分と単価

サービスコード 地域区分 地域単価

Ａ１ 事業所所在地の地域区分 事業所所在地の地域単価

Ａ２ 河南町の地域区分（７級地） 河南町の地域単価（１０．２１円）

Ａ３ 河南町の地域区分（７級地） 河南町の地域単価（１０．２１円）


